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きょうだい児の上限額管理に関する請求方法の変更について（通知） 
 
 
 日頃から本市の障害児福祉施策に多大なる御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 さて、上限額管理対象のきょうだい児の請求の際、きょうだい児の利用合計額で上限額管
理を行っていますが、下記のとおり、令和７年４月提供分から請求方法が変更となります。 
 

記 
 
１ 複数児童用上限額管理結果票の電子請求について 

 これまで当課宛てに紙で提出いただいていた上限額管理結果票が、複数児童用上限額管理
結果票として請求明細書等と併せて国保連合会への電子請求が可能となりますので、令和７
年４月以降の提供分については国保連合会へ電子請求してください。 
 これに伴い、上限額管理結果票の紙での提出は不要となります。 
 なお、令和７年３月以前の提供分の請求については従来通りの請求方法となります。 
  
２ きょうだい児が同一事業所のみ利用する場合 ※当面複数児童用上限額管理結果票の電子請求は使えません。 

別添国リーフレットにおいて、きょうだい児で同一の事業所のみ利用している場合にお
いても、原則的に複数児童用上限額管理結果票の電子請求の対象となっております。 

しかし、本市の場合においては、支給決定の運用上受給者台帳が対応しておらず、上限額
管理対象でないきょうだい児の上限額管理結果票を国保連へ電子請求すると、返戻となる
可能性があります。 

つきましては、当面の間、本市受給者の請求について、きょうだい児が同一事業所のみ利
用する場合は、国保連への複数児童用上限額管理結果票の電子請求はせず、従来どおりの請
求をよろしくお願いします（次ページ「請求方法」を参照）。 
 御不便をおかけしますが、御理解の程よろしくお願いいたします。 



 

なお、今後の請求方法については、現在当課で検討中でございます。請求方法について変
更がございましたら、今後通知を発出いたしますので、御参照いただくようお願いいたしま
す。 
  
【請求方法】 
  令和７年３月以前 令和７年４月以降 

上限額管理対象の 

きょうだい児 

（※１） 

上限額管理結果票を 

当課宛てに紙で提出 

上限額管理結果票を 

明細書等と併せて国保連へ 

電子請求 

きょうだい児が同一事

業所のみ利用する場合 

（当面の間） 

・上限額管理結果情報は入力しないで明細書を作成（※２） 

・上限額管理結果票の電子請求はできない 

 
※１ 上限額管理加算の算定については、上限額管理事業所に設定されている事業所のみ

が算定することができます。その際、当該加算の算定はきょうだい児のうち一人のみとな
ることに御留意ください。例えば、兄と妹のきょうだい児の場合、兄と妹の二人に当該加
算を付けることはできません。 

 
※２ 上限額管理対象ではありませんが、各きょうだい児のサービス利用料本人負担額の

合計額が世帯の上限月額を超過するときは、請求事業所において世帯の上限月額に収ま
るように各きょうだい児の請求を調整していただく必要があります。 
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